
0Change,Challenge,Chance

１ 令和3事業年度保健医療情報会計 情報分析活用勘定の設定及び予算

２ 令和3年3月末現在における診療報酬等収支整理不能額の処理

３ 第25次審査情報提供（医科）及び第20次審査情報提供（歯科）

４ 令和3年7月審査分の審査状況

５ 令和3年8月審査分の特別審査委員会審査状況

６ その他

発表事項
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令和3年3月末現在における診療報酬等収支整理不能額の処理

収支整理不能額の概要

回収不能額とは
医療機関の開設者が行方不明等のため、支払済の診療報酬の過払金を回収できない場合、民法第

166条第1項第2号に規定する10年の消滅時効が完成した場合には、その過払による診療費の欠損
は事務取扱費の雑費から補填

医療機関の開設者が行方不明又は破産等により、⾧期間に亘り再審査未調整及び支払不能となる
場合の対応方法は、昭和26年3月6日付け保険発第43号通知に基づき、平成25年3月理事会におい
て承認を得た「回収不能額」及び「支払不能額」の整理方法により処分

支払不能額とは
支払決定をした診療報酬が口座解約等により振込不能となり、医療機関の開設者が行方不明等の

ため、未払金を支払うことができない場合、民法第166条第1項第1号に規定する5年（令和2年3
月までは3年）の消滅時効の完成をもって、当該資金を保険者へ返還

２ 令和3年3月末現在における診療報酬等収支整理不能額の処理
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令和3年3月末現在における診療報酬等収支整理不能額の処理

令和3年度収支整理不能の処分額

 令和3年度に処分する収支整理不能額の点数表別の内訳は次のとおり

点数表 医療機関等数 レセプト件数 金額（千円） 金額の構成比率

医

科

病 院 5 159 598 5.8％

診療所 149 713 4,226 40.7％

計 154 872 4,824 46.5％

歯

科

病 院 2 7 12 0.1％

診療所 107 441 4,093 39.4％

計 109 448 4,105 39.5％

調 剤 薬 局 64 241 1,339 12.9％

訪問看護ステーション 1 5 110 1.1％

合 計 328 1,566 10,378 100％

 審査支払会計事務費勘定（事務取扱費/雑費）から欠損補填額 10,377,909円
（内訳）
・回収不能額 10,377,909円
・支払不能額 0円（該当なし）

 処分額の欠損補填に係る会計処理は令和3年8月31日付けで完了

２ 令和3年3月末現在における診療報酬等収支整理不能額の処理
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（参考）令和3年3月末現在における診療報酬等収支整理不能額の処理
昭和26年3月6日付け保険発第43号通知（厚労省）（抜粋）
診療費請求支払の時効について
１ 保険医が政府に対して有する診療報酬請求権の消滅時効は、会計法第３０条第１項にいわゆる「他の法律」には民
法も含まれるものと解されているから、民法第１７０条※1の規定により、３年間之を行わないことによって完成する
ものである。

２ 保険医が住所不明等のため、支払決定をした診療報酬が支払不能のまま領置された場合における当該診療報酬請求
権は、基金が保険医に対してなした支払の通知が到達したものと認められる日の翌日から起算して３年間之を行わな
いことによつて消滅する。

３ 右によって診療報酬請求権が消滅した場合においても、時効にかかった診療報酬額は基金の雑収入に受入れるもの
ではなく、保険者からの過誤納として取扱い、翌月における保険者への請求においてこれを調整すべきものである。
なお、保険医に対する診療報酬の支払が絶対的に支払不能と確認されるに至った場合には、その消滅時効の完成前

と雖も、保険者に対する過誤の調整を要するものと認められる。
４ 保険医が死亡又は行方不明等のため、支払済の診療報酬の過払額が、基金において絶対的に回収不能と確認される
に至った場合若しくは民法第１６７条第１項※2に規定する１０年の消滅時効が完成した場合には、その過払による診
療費の欠損は事務取扱費の雑費から補填する取扱とすること。
なお、右の場合において保険者に対する過誤の調整は、その過誤の事実が判明した都度これを行うものとすること。

※1 民法改正（令和2年4月）により、現在は第166条第1項第1号で5年間となっている
※2 民法改正（令和2年4月）により、現在は第166条第1項第2号

民法（抜粋）
（債権等の消滅時効）
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

２ 令和3年3月末現在における診療報酬等収支整理不能額の処理


